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　情
報
公
開
を
よ
り
推
進
す

る
た
め
に
、
要
綱
・
要
領
を

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
広
範
囲
に

公
表
し
て
い
る
例
が
あ
る
。

川
越
市
も
積
極
的
に
全
面
公

表
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

　市
長
　
三
月
定
例
会
の

「
市
政
の
方
針
」
で
述
べ
た

よ
う
に
、
市
政
運
営
の
基
本

姿
勢
の
一
つ
と
し
て
「
公

開
」
の
姿
勢
を
掲
げ
て
い
る

が
、
市
民
の
皆
様
と
市
が
協

働
の
市
政
を
実
現
す
る
た
め

に
は
、
積
極
的
に
情
報
を
公

開
し
、
情
報
の
共
有
と
相
互

理
解
を
図
る
こ
と
が
重
要
に

な
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た
観

点
か
ら
、
市
民
が
生
活
す
る

上
で
必
要
な
情
報
源
と
考
え

ら
れ
る
要
綱
、
要
領
に
つ
い

て
は
、
市
民
と
の
共
有
財
産

と
す
る
た
め
、
優
先
度
等
を

検
討
し
な
が
ら
順
次
公
表
し

て
い
く
よ
う
努
め
て
い
く
。

　
市
政
の
情
報
の
取
扱
い

　
防
災
行
政
無
線

18

　早
期
療
養
の
ニ
ー
ズ
は
高

い
。
狭
隘
化
し
た
あ
け
ぼ
の

・
ひ
か
り
児
童
園
の
改
築
に

向
け
市
長
の
決
意
を
伺
う
。

　市
長
　
あ
け
ぼ
の
・
ひ
か

り
両
児
童
園
に
つ
い
て
は
、

建
物
全
体
の
狭
隘
化
や
老
朽

化
が
進
ん
で
い
る
と
認
識
し

て
い
る
。
私
も
現
地
を
視
察

し
、
ま
た
保
護
者
と
の
懇
談

会
に
参
加
し
て
、
施
設
が
狭

い
、
肢
体
不
自
由
児
の
施
設

が
２
階
に
あ
り
緊
急
時
の
対

応
へ
の
不
安
、
ま
た
、
駐
車

場
の
問
題
や
訓
練
の
回
数
を

増
や
し
て
欲
し
い
な
ど
様
々

な
ご
意
見
・
ご
要
望
を
い
た

だ
い
た
。
ま
た
、
平
成
八
年

に
は
ひ
か
り
児
童
園
の
請
願

が
採
択
さ
れ
て
い
る
。

請
願
や
ご
要
望
を
踏
ま
え
、

早
い
時
期
の
整
備
に
向
け
、

引
き
続
き
検
討
を
進
め
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
地
域
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設

　
あ
け
ぼ
の
ひ
か
り
児
童
園

　八
ッ
場
ダ
ム
建
設
中
止
に

伴
い
暫
定
水
利
権
を
安
定
水

利
権
に
、
基
金
は
返
還
を
求

め
る
べ
き
だ
。
今
後
の
水
確

保
に
つ
い
て
市
の
考
え
方
を

き
き
た
い
。

　上
下
水
道
事
業
管
理
者
　

建
設
中
止
の
場
合
で
も
治
水

へ
の
直
接
的
影
響
は
受
け
る

も
の
で
は
な
い
。
利
水
で
は
、

本
市
は
県
水
の
供
給
を
受
け

る
立
場
で
あ
り
、
暫
定
水
利

権
の
継
続
的
な
保
障
が
さ
れ

れ
ば
現
状
の
供
給
を
受
け
ら

れ
、
災
害
・
渇
水
時
以
外
は

問
題
な
く
運
営
さ
れ
る
。
建

設
の
場
合
、
水
の
安
定
供
給

は
確
保
さ
れ
る
が
、
県
水
単

価
へ
の
影
響
が
推
測
さ
れ
る
。

市
民
に
安
価
で
安
全
な
水
道

水
の
安
定
供
給
が
大
事
で
あ

り
、
建
設
中
止
で
も
浄
水
場

の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
等
も
含
め

て
水
源
確
保
に
努
め
た
い
。

　
八
ッ
場
ダ
ム
建
設
中
止
に

　
高
階
土
地
区
画
整
理
事
業

▼

　所
得
税
法
第
五
十
六
条

　の
廃
止
を
求
め
る
請
願
書

　
　
　
　
　―
継
続
審
査
―

　
平
成
二
十
一
年
十
二
月
三

日
に
川
越
民
主
商
工
会
婦
人

部
代
表
伊
藤
弘
子
氏
　
ほ
か

四
千
三
百
九
十
四
名
よ
り
、

請
願
書
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

〈
請
願
要
旨
〉

　
中
小
零
細
業
者
を
支
え
て

い
る
家
族
従
業
者
の
「
働
き

分
」
（
自
家
労
賃
）
は
税
法

上
、
所
得
税
法
第
五
十
六
条

「
配
偶
者
と
そ
の
親
族
が
事

業
に
従
事
し
た
と
き
、
対
価

の
支
払
い
は
必
要
経
費
に
参

入
し
な
い
」
（
条
文
要
旨
）

に
よ
り
必
要
経
費
と
し
て
認

め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　
世
界
の
主
要
国
で
は
自
家

労
賃
を
必
要
経
費
と
認
め
、

家
族
従
業
者
の
人
格
・
人

権
、
労
働
を
正
当
に
評
価
し

て
い
ま
す
。
労
働
に
対
し
て

正
当
な
評
価
と
報
酬
を
得
る

こ
と
は
当
然
の
権
利
で
あ
り
、

女
性
が
自
立
し
て
生
き
る
た

め
の
基
本
的
な
要
件
で
す
。

所
得
税
法
第
五
十
六
条
は
憲

法
、
女
性
差
別
撤
廃
条
約
、

男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法

に
違
反
す
る
時
代
遅
れ
の
法

律
で
す
。
よ
っ
て
、
所
得
税

法
第
五
十
六
条
を
廃
止
す
る

よ
う
国
に
意
見
書
を
提
出
す

る
こ
と
を
請
願
し
ま
す
。

　
市
長
か
ら
の
申
し
入
れ
に

よ
り
、
十
二
月
二
日
に
市
議

会
議
員
協
議
会
を
開
き
、

「
川
越
総
合
卸
売
市
場
株
式

会
社
の
経
営
改
善
に
係
る
資

本
金
の
額
の
減
少
（
減

資
）
」
に
つ
い
て
報
告
を
受

け
ま
し
た
。

　
川
越
総
合
卸
売
市
場
株
式

会
社
は
、
本
市
を
含
む
九
市

町
及
び
関
係
団
体
等
の
出
資

に
よ
り
平
成
三
年
九
月
に
設

立
さ
れ
、
平
成
六
年
五
月
に

営
業
を
開
始
し
ま
し
た
が
、

平
成
二
十
年
度
末
現
在
で
約

五
十
三
億
三
千
九
百
二
万
円

の
累
積
損
失
を
計
上
す
る
に

至
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た

め
、
経
営
改
善
が
喫
緊
の
課

題
と
な
り
、
累
積
損
失
の
解

消
と
外
形
標
準
課
税
の
節
税

が
図
れ
る
と
の
判
断
か
ら
、

資
本
金
を
百
四
十
四
億
一
千

八
十
万
円
か
ら
一
億
円
に
無

償
減
資
を
行
な
お
う
と
す
る

と
の
こ
と
で
し
た
。

　
こ
の
報
告
に
対
し
、
累
積

損
失
の
理
由
、
経
営
責
任
、

現
在
の
負
債
状
況
、
今
後
の

経
営
改
善
の
見
通
し
、
遊
休

地
の
活
用
、
七
割
を
出
資
し

て
い
る
市
と
し
て
の
市
長
の

考
え
な
ど
様
々
な
観
点
か
ら

質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
な
お
、
こ
の
協
議
会
に
続

い
て
開
会
さ
れ
た
本
会
議
に

お
い
て
、
別
記
の
と
お
り
市

議
会
の
意
思
を
表
明
す
る
決

議
を
議
決
し
ま
し
た
。

川
越
総
合
卸
売
市
場
株
式
会

社
の
経
営
改
善
に
係
る
決
議

　
　
　
　
　―
原
案
可
決
―

　
平
成
二
十
一
年
十
二
月
二

日
に
決
議
を
提
出
し
ま
し
た
。

〈
決
議
全
文
〉
　
平
成
二
十

一
年
十
二
月
二
日
開
催
さ
れ

た
市
議
会
議
員
協
議
会
に
お

い
て
、
川
越
市
よ
り
川
越
総

合
卸
売
市
場
株
式
会
社
の
経

営
改
善
に
つ
い
て
報
告
が
あ

り
、
法
人
事
業
税
の
外
形
標

準
課
税
約
二
千
九
百
万
円
の

節
税
と
、
併
せ
て
約
五
十
三

億
三
千
九
百
二
万
円
の
累
積

損
失
の
解
消
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
無
償
減
資
を
行

う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た

が
、
そ
の
他
の
経
営
改
善
策

が
い
ま
だ
は
っ
き
り
と
見
え

な
い
状
況
で
あ
る
。

　
よ
っ
て
、
出
資
団
体
の
筆

頭
株
主
で
あ
る
川
越
市
は
、

川
越
総
合
卸
売
市
場
株
式
会

社
に
対
し
、
財
務
面
の
み
な

ら
ず
、
市
民
に
影
響
を
及
ぼ

さ
な
い
よ
う
、
今
後
の
経
営

改
善
に
強
い
態
度
で
臨
む
よ

う
求
め
る
。

　無
料
職
業
紹
介
の
対
象
拡

大
な
ど
相
談
か
ら
就
職
ま
で

の
連
携
を
充
実
さ
せ
、
失
業

者
が
職
に
つ
け
る
よ
う
な
支

援
が
必
要
で
は
な
い
か
。

　石
川
副
市
長
　
母
子
家
庭

等
支
援
の
た
め
に
行
っ
て
い

る
無
料
職
業
紹
介
の
範
囲
を

拡
大
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、

速
や
か
に
関
係
機
関
と
協
議
、

検
討
し
た
い
。
ま
た
、
現
在

は
生
活
福
祉
課
や
子
育
て
支

援
課
を
始
め
複
数
の
課
が
就

職
相
談
を
行
っ
て
い
る
が
、

共
通
す
る
ポ
イ
ン
ト
や
内
容

も
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、

関
係
課
で
情
報
の
共
有
等
が

で
き
る
か
検
討
し
た
い
。
な

お
、
今
後
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

等
と
も
更
に
密
接
に
連
携
し
、

求
職
者
の
相
談
、
訓
練
、
求

職
者
に
合
っ
た
情
報
提
供
な

ど
を
行
い
、
一
人
で
も
多
く

の
就
労
に
結
び
付
け
た
い
。

　
雇
用
危
機
に
総
合
支
援
を

　
西
清
掃
・
西
行
楽
会
館

19

　今
議
会
で
は
、
三
億
余
り

が
財
政
調
整
基
金
に
積
み
増

し
さ
れ
た
。
財
政
難
の
現
在
、

こ
の
様
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
な

け
れ
ば
拡
充
は
出
来
な
い
と

思
う
が
市
長
の
見
解
は
？

　市
長
　
こ
ど
も
医
療
費
の

通
院
分
の
対
象
者
を
拡
大
す

る
に
は
、
一
学
年
の
拡
大
に

つ
き
約
一
億
円
を
要
す
る
。

こ
の
事
業
に
は
県
が
市
町
村

に
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る

が
、
県
の
補
助
基
準
は
助
成

対
象
が
入
院
・
通
院
と
も
に

小
学
校
就
学
前
ま
で
と
な
っ

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
拡
大

分
の
費
用
は
厳
し
い
財
政
状

況
の
中
、
市
が
単
独
で
負
担

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

う
し
た
こ
と
か
ら
、
今
年
度

中
に
財
源
や
支
給
方
法
等
を

検
討
し
、
来
年
度
か
ら
小
学

校
三
年
生
ま
で
拡
大
を
実
施

す
る
方
向
で
検
討
し
て
い
る
。

　
介
護
の
現
状
と
課
題

　
子
育
て
支
援

　生
活
保
護
を
担
当
し
て
い

る
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
が
大
変

不
足
し
て
い
る
。
増
員
す
べ

き
で
は
な
い
か
。

　総
合
政
策
部
長
※
　
経
済

情
勢
の
悪
化
に
よ
り
、
本
市

に
お
い
て
も
被
保
護
世
帯
が

急
増
し
て
い
る
。

　
生
活
保
護
申
請
時
点
に
お

い
て
、
居
所
及
び
手
持
ち
金

が
な
く
、
貸
付
制
度
の
利
用

に
よ
る
対
応
も
で
き
な
い
窮

迫
し
た
状
況
に
あ
る
方
に
対

し
て
は
、
資
産
な
ど
の
調
査

回
答
を
待
つ
こ
と
な
く
、
短

期
間
で
決
定
で
き
る
よ
う
な

迅
速
な
対
応
な
ど
、
生
活
保

護
へ
の
体
制
に
つ
い
て
は
、

改
善
・
充
実
が
急
務
で
あ
る

と
認
識
し
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
ケ
ー
ス
ワ

ー
カ
ー
の
増
員
に
つ
い
て
は

前
向
き
に
検
討
し
て
い
き
た

い
。

　
来
年
度
の
予
算
編
成

　
旧
市
街
地
の
交
通
安
全23

　墓
地
の
設
置
計
画
に
つ
い

て
、
陳
情
書
、
要
望
書
等
が

提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

に
対
し
て
市
、
保
健
所
は
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か

伺
う
。

　保
健
医
療
部
長
　
墓
地
埋

葬
法
等
施
行
条
例
第
三
条
で
、

住
宅
か
ら
百
ｍ
以
内
の
墓
地

設
置
は
認
め
な
い
旨
の
大
原

則
を
定
め
て
い
る
が
、
計
画

さ
れ
た
墓
地
が
焼
骨
だ
け
を

納
め
る
墓
地
で
、
法
律
の
趣

旨
に
沿
っ
た
適
切
な
反
対
等

の
問
題
が
無
い
場
合
は
適
用

除
外
と
し
て
設
置
を
認
め
て

い
る
。
現
在
、
二
つ
の
墓
地

の
設
置
計
画
に
関
し
て
住
民

か
ら
生
活
環
境
破
壊
等
の
理

由
で
不
許
可
を
求
め
る
陳
情

書
等
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

市
、
保
健
所
と
し
て
は
そ
の

内
容
を
十
分
検
討
し
、
ま
た

一
方
で
法
律
の
目
的
に
照
ら

し
て
適
切
に
対
処
し
た
い
。

　
川
越
市
墓
地
等
指
導
要
綱

22

日
本
共
産
党

　

 

川

　口

　知

　子

あ
け
ぼ
の
・
ひ
か
り
の
改
築
を

21

日
本
共
産
党

　

 

柿

　田

　有

　一

雇
用
に
結
び
つ
く
総
合
支
援
を

20

日
本
共
産
党

　

 

佐

　藤

　恵

　士

八
ッ
場
ダ
ム
建
設
中
止
を

公
明
党

　

 

小
ノ
澤

　哲

　也

こ
ど
も
医
療
費
の
拡
充

公
明
党

　

 

石

　川

　隆

　二

要
綱
・
要
領
の
全
面
公
表
を

日
本
共
産
党

　

 

本

　山

　修

　一

生
活
保
護
担
当
職
員
の
増
員
を

問答問答

質問 質問質問質問

問答

質問

質問質問 質問 質問

問答問答

質問 質問

問答

質問 質問

問答

啓
政
会

　

 

久

　保

　啓

　一

住
民
の
感
情
に
配
慮
を
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　情
報
公
開
を
よ
り
推
進
す

る
た
め
に
、
要
綱
・
要
領
を

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
広
範
囲
に

公
表
し
て
い
る
例
が
あ
る
。

川
越
市
も
積
極
的
に
全
面
公

表
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

　市
長
　
三
月
定
例
会
の

「
市
政
の
方
針
」
で
述
べ
た

よ
う
に
、
市
政
運
営
の
基
本

姿
勢
の
一
つ
と
し
て
「
公

開
」
の
姿
勢
を
掲
げ
て
い
る

が
、
市
民
の
皆
様
と
市
が
協

働
の
市
政
を
実
現
す
る
た
め

に
は
、
積
極
的
に
情
報
を
公

開
し
、
情
報
の
共
有
と
相
互

理
解
を
図
る
こ
と
が
重
要
に

な
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た
観

点
か
ら
、
市
民
が
生
活
す
る

上
で
必
要
な
情
報
源
と
考
え

ら
れ
る
要
綱
、
要
領
に
つ
い

て
は
、
市
民
と
の
共
有
財
産

と
す
る
た
め
、
優
先
度
等
を

検
討
し
な
が
ら
順
次
公
表
し

て
い
く
よ
う
努
め
て
い
く
。

　
市
政
の
情
報
の
取
扱
い

　
防
災
行
政
無
線
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　早
期
療
養
の
ニ
ー
ズ
は
高

い
。
狭
隘
化
し
た
あ
け
ぼ
の

・
ひ
か
り
児
童
園
の
改
築
に

向
け
市
長
の
決
意
を
伺
う
。

　市
長
　
あ
け
ぼ
の
・
ひ
か

り
両
児
童
園
に
つ
い
て
は
、

建
物
全
体
の
狭
隘
化
や
老
朽

化
が
進
ん
で
い
る
と
認
識
し

て
い
る
。
私
も
現
地
を
視
察

し
、
ま
た
保
護
者
と
の
懇
談

会
に
参
加
し
て
、
施
設
が
狭

い
、
肢
体
不
自
由
児
の
施
設

が
２
階
に
あ
り
緊
急
時
の
対

応
へ
の
不
安
、
ま
た
、
駐
車

場
の
問
題
や
訓
練
の
回
数
を

増
や
し
て
欲
し
い
な
ど
様
々

な
ご
意
見
・
ご
要
望
を
い
た

だ
い
た
。
ま
た
、
平
成
八
年

に
は
ひ
か
り
児
童
園
の
請
願

が
採
択
さ
れ
て
い
る
。

請
願
や
ご
要
望
を
踏
ま
え
、

早
い
時
期
の
整
備
に
向
け
、

引
き
続
き
検
討
を
進
め
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
地
域
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設

　
あ
け
ぼ
の
ひ
か
り
児
童
園

　八
ッ
場
ダ
ム
建
設
中
止
に

伴
い
暫
定
水
利
権
を
安
定
水

利
権
に
、
基
金
は
返
還
を
求

め
る
べ
き
だ
。
今
後
の
水
確

保
に
つ
い
て
市
の
考
え
方
を

き
き
た
い
。

　上
下
水
道
事
業
管
理
者
　

建
設
中
止
の
場
合
で
も
治
水

へ
の
直
接
的
影
響
は
受
け
る

も
の
で
は
な
い
。
利
水
で
は
、

本
市
は
県
水
の
供
給
を
受
け

る
立
場
で
あ
り
、
暫
定
水
利

権
の
継
続
的
な
保
障
が
さ
れ

れ
ば
現
状
の
供
給
を
受
け
ら

れ
、
災
害
・
渇
水
時
以
外
は

問
題
な
く
運
営
さ
れ
る
。
建

設
の
場
合
、
水
の
安
定
供
給

は
確
保
さ
れ
る
が
、
県
水
単

価
へ
の
影
響
が
推
測
さ
れ
る
。

市
民
に
安
価
で
安
全
な
水
道

水
の
安
定
供
給
が
大
事
で
あ

り
、
建
設
中
止
で
も
浄
水
場

の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
等
も
含
め

て
水
源
確
保
に
努
め
た
い
。

　
八
ッ
場
ダ
ム
建
設
中
止
に

　
高
階
土
地
区
画
整
理
事
業

▼

　所
得
税
法
第
五
十
六
条

　の
廃
止
を
求
め
る
請
願
書

　
　
　
　
　―
継
続
審
査
―

　
平
成
二
十
一
年
十
二
月
三

日
に
川
越
民
主
商
工
会
婦
人

部
代
表
伊
藤
弘
子
氏
　
ほ
か

四
千
三
百
九
十
四
名
よ
り
、

請
願
書
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

〈
請
願
要
旨
〉

　
中
小
零
細
業
者
を
支
え
て

い
る
家
族
従
業
者
の
「
働
き

分
」
（
自
家
労
賃
）
は
税
法

上
、
所
得
税
法
第
五
十
六
条

「
配
偶
者
と
そ
の
親
族
が
事

業
に
従
事
し
た
と
き
、
対
価

の
支
払
い
は
必
要
経
費
に
参

入
し
な
い
」
（
条
文
要
旨
）

に
よ
り
必
要
経
費
と
し
て
認

め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　
世
界
の
主
要
国
で
は
自
家

労
賃
を
必
要
経
費
と
認
め
、

家
族
従
業
者
の
人
格
・
人

権
、
労
働
を
正
当
に
評
価
し

て
い
ま
す
。
労
働
に
対
し
て

正
当
な
評
価
と
報
酬
を
得
る

こ
と
は
当
然
の
権
利
で
あ
り
、

女
性
が
自
立
し
て
生
き
る
た

め
の
基
本
的
な
要
件
で
す
。

所
得
税
法
第
五
十
六
条
は
憲

法
、
女
性
差
別
撤
廃
条
約
、

男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法

に
違
反
す
る
時
代
遅
れ
の
法

律
で
す
。
よ
っ
て
、
所
得
税

法
第
五
十
六
条
を
廃
止
す
る

よ
う
国
に
意
見
書
を
提
出
す

る
こ
と
を
請
願
し
ま
す
。

　
市
長
か
ら
の
申
し
入
れ
に

よ
り
、
十
二
月
二
日
に
市
議

会
議
員
協
議
会
を
開
き
、

「
川
越
総
合
卸
売
市
場
株
式

会
社
の
経
営
改
善
に
係
る
資

本
金
の
額
の
減
少
（
減

資
）
」
に
つ
い
て
報
告
を
受

け
ま
し
た
。

　
川
越
総
合
卸
売
市
場
株
式

会
社
は
、
本
市
を
含
む
九
市

町
及
び
関
係
団
体
等
の
出
資

に
よ
り
平
成
三
年
九
月
に
設

立
さ
れ
、
平
成
六
年
五
月
に

営
業
を
開
始
し
ま
し
た
が
、

平
成
二
十
年
度
末
現
在
で
約

五
十
三
億
三
千
九
百
二
万
円

の
累
積
損
失
を
計
上
す
る
に

至
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た

め
、
経
営
改
善
が
喫
緊
の
課

題
と
な
り
、
累
積
損
失
の
解

消
と
外
形
標
準
課
税
の
節
税

が
図
れ
る
と
の
判
断
か
ら
、

資
本
金
を
百
四
十
四
億
一
千

八
十
万
円
か
ら
一
億
円
に
無

償
減
資
を
行
な
お
う
と
す
る

と
の
こ
と
で
し
た
。

　
こ
の
報
告
に
対
し
、
累
積

損
失
の
理
由
、
経
営
責
任
、

現
在
の
負
債
状
況
、
今
後
の

経
営
改
善
の
見
通
し
、
遊
休

地
の
活
用
、
七
割
を
出
資
し

て
い
る
市
と
し
て
の
市
長
の

考
え
な
ど
様
々
な
観
点
か
ら

質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
な
お
、
こ
の
協
議
会
に
続

い
て
開
会
さ
れ
た
本
会
議
に

お
い
て
、
別
記
の
と
お
り
市

議
会
の
意
思
を
表
明
す
る
決

議
を
議
決
し
ま
し
た
。

川
越
総
合
卸
売
市
場
株
式
会

社
の
経
営
改
善
に
係
る
決
議

　
　
　
　
　―
原
案
可
決
―

　
平
成
二
十
一
年
十
二
月
二

日
に
決
議
を
提
出
し
ま
し
た
。

〈
決
議
全
文
〉
　
平
成
二
十

一
年
十
二
月
二
日
開
催
さ
れ

た
市
議
会
議
員
協
議
会
に
お

い
て
、
川
越
市
よ
り
川
越
総

合
卸
売
市
場
株
式
会
社
の
経

営
改
善
に
つ
い
て
報
告
が
あ

り
、
法
人
事
業
税
の
外
形
標

準
課
税
約
二
千
九
百
万
円
の

節
税
と
、
併
せ
て
約
五
十
三

億
三
千
九
百
二
万
円
の
累
積

損
失
の
解
消
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
無
償
減
資
を
行

う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た

が
、
そ
の
他
の
経
営
改
善
策

が
い
ま
だ
は
っ
き
り
と
見
え

な
い
状
況
で
あ
る
。

　
よ
っ
て
、
出
資
団
体
の
筆

頭
株
主
で
あ
る
川
越
市
は
、

川
越
総
合
卸
売
市
場
株
式
会

社
に
対
し
、
財
務
面
の
み
な

ら
ず
、
市
民
に
影
響
を
及
ぼ

さ
な
い
よ
う
、
今
後
の
経
営

改
善
に
強
い
態
度
で
臨
む
よ

う
求
め
る
。

　無
料
職
業
紹
介
の
対
象
拡

大
な
ど
相
談
か
ら
就
職
ま
で

の
連
携
を
充
実
さ
せ
、
失
業

者
が
職
に
つ
け
る
よ
う
な
支

援
が
必
要
で
は
な
い
か
。

　石
川
副
市
長
　
母
子
家
庭

等
支
援
の
た
め
に
行
っ
て
い

る
無
料
職
業
紹
介
の
範
囲
を

拡
大
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、

速
や
か
に
関
係
機
関
と
協
議
、

検
討
し
た
い
。
ま
た
、
現
在

は
生
活
福
祉
課
や
子
育
て
支

援
課
を
始
め
複
数
の
課
が
就

職
相
談
を
行
っ
て
い
る
が
、

共
通
す
る
ポ
イ
ン
ト
や
内
容

も
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、

関
係
課
で
情
報
の
共
有
等
が

で
き
る
か
検
討
し
た
い
。
な

お
、
今
後
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

等
と
も
更
に
密
接
に
連
携
し
、

求
職
者
の
相
談
、
訓
練
、
求

職
者
に
合
っ
た
情
報
提
供
な

ど
を
行
い
、
一
人
で
も
多
く

の
就
労
に
結
び
付
け
た
い
。

　
雇
用
危
機
に
総
合
支
援
を

　
西
清
掃
・
西
行
楽
会
館
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　今
議
会
で
は
、
三
億
余
り

が
財
政
調
整
基
金
に
積
み
増

し
さ
れ
た
。
財
政
難
の
現
在
、

こ
の
様
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
な

け
れ
ば
拡
充
は
出
来
な
い
と

思
う
が
市
長
の
見
解
は
？

　市
長
　
こ
ど
も
医
療
費
の

通
院
分
の
対
象
者
を
拡
大
す

る
に
は
、
一
学
年
の
拡
大
に

つ
き
約
一
億
円
を
要
す
る
。

こ
の
事
業
に
は
県
が
市
町
村

に
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る

が
、
県
の
補
助
基
準
は
助
成

対
象
が
入
院
・
通
院
と
も
に

小
学
校
就
学
前
ま
で
と
な
っ

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
拡
大

分
の
費
用
は
厳
し
い
財
政
状

況
の
中
、
市
が
単
独
で
負
担

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

う
し
た
こ
と
か
ら
、
今
年
度

中
に
財
源
や
支
給
方
法
等
を

検
討
し
、
来
年
度
か
ら
小
学

校
三
年
生
ま
で
拡
大
を
実
施

す
る
方
向
で
検
討
し
て
い
る
。

　
介
護
の
現
状
と
課
題

　
子
育
て
支
援

　生
活
保
護
を
担
当
し
て
い

る
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
が
大
変

不
足
し
て
い
る
。
増
員
す
べ

き
で
は
な
い
か
。

　総
合
政
策
部
長
※
　
経
済

情
勢
の
悪
化
に
よ
り
、
本
市

に
お
い
て
も
被
保
護
世
帯
が

急
増
し
て
い
る
。

　
生
活
保
護
申
請
時
点
に
お

い
て
、
居
所
及
び
手
持
ち
金

が
な
く
、
貸
付
制
度
の
利
用

に
よ
る
対
応
も
で
き
な
い
窮

迫
し
た
状
況
に
あ
る
方
に
対

し
て
は
、
資
産
な
ど
の
調
査

回
答
を
待
つ
こ
と
な
く
、
短

期
間
で
決
定
で
き
る
よ
う
な

迅
速
な
対
応
な
ど
、
生
活
保

護
へ
の
体
制
に
つ
い
て
は
、

改
善
・
充
実
が
急
務
で
あ
る

と
認
識
し
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
ケ
ー
ス
ワ

ー
カ
ー
の
増
員
に
つ
い
て
は

前
向
き
に
検
討
し
て
い
き
た

い
。

　
来
年
度
の
予
算
編
成

　
旧
市
街
地
の
交
通
安
全23

　墓
地
の
設
置
計
画
に
つ
い

て
、
陳
情
書
、
要
望
書
等
が

提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

に
対
し
て
市
、
保
健
所
は
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か

伺
う
。

　保
健
医
療
部
長
　
墓
地
埋

葬
法
等
施
行
条
例
第
三
条
で
、

住
宅
か
ら
百
ｍ
以
内
の
墓
地

設
置
は
認
め
な
い
旨
の
大
原

則
を
定
め
て
い
る
が
、
計
画

さ
れ
た
墓
地
が
焼
骨
だ
け
を

納
め
る
墓
地
で
、
法
律
の
趣

旨
に
沿
っ
た
適
切
な
反
対
等

の
問
題
が
無
い
場
合
は
適
用

除
外
と
し
て
設
置
を
認
め
て

い
る
。
現
在
、
二
つ
の
墓
地

の
設
置
計
画
に
関
し
て
住
民

か
ら
生
活
環
境
破
壊
等
の
理

由
で
不
許
可
を
求
め
る
陳
情

書
等
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

市
、
保
健
所
と
し
て
は
そ
の

内
容
を
十
分
検
討
し
、
ま
た

一
方
で
法
律
の
目
的
に
照
ら

し
て
適
切
に
対
処
し
た
い
。

　
川
越
市
墓
地
等
指
導
要
綱

22

日
本
共
産
党
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